
2022年 5月 11日 

株式会社 bitFlyer 

 

 

 

業務及び財産の状況に関する説明書の訂正について 

 

 

記載内容に一部誤りがございましたので訂正いたします。訂正箇所は、＿を付して表示し

ております。 

 

７ページ 

２ 業務の状況に関する事項 

(2) 直近の３事業年度における業務の状況を示す指標 

⑤ 自己資本規制比率の状況 

 

区 分 2020年 12月期 [訂正前] 2020年 12月期 [訂正後] 

自己資本規制比率 

(Ａ)／(Ｂ)×100 

274.3（％） 238.7（％） 

固定化されていない

自己資本 (Ａ) 

10,304（百万円） 9,476（百万円） 

 リスク相当額 

(Ｂ) 

3,756（百万円） 3,968（百万円） 

市場リスク相当額 955（百万円） 955（百万円） 

取引先リスク相当

額 

432（百万円） 595（百万円） 

基礎的リスク相当

額 

2,369（百万円） 2,418（百万円） 

 

 

10 ページ 

４内部管理の状況に関する事項 

(2) 法第 43 条の２から第 43 条の３までの規定により管理される金銭、有価証券その他

の財産の種類ごとの数量若しくは金額及び管理の状況 

③ 金融商品取引法第 43 条の３の規定に基づく区分管理の状況 

イ 金融商品取引法第 43 条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況 

 

管理の方法 2020年 12月 31日 [訂正前] 2020年 12月 31日 [訂正後] 

金銭信託 33,789,156,883 円 34,642,399,081円 

 

  



 

 

 

 

 

 

業務及び財産の状況に関する説明書 

【2020年 12月期】 
この説明書は、金融商品取引法第 46条の４に基づき、全ての営業所若しくは事務所に

備え置いて公衆の縦覧に供するため、又はインターネット等で公表するために作成したも

のです。 



2 

１ 当社の概況及び組織に関する事項 

 

(1) 商号 

株式会社 bitFlyer 

 

(2) 登録年月日及び登録番号 

2020年５月１日 

令和元年法律第 28号附則第 10条第２項に基づくみなし金融商品取引業者 

 

(3) 沿革及び経営の組織 

① 会社沿革 

年月 概要 

2014年１月 

2014年７月 

2014年９月 

 

2014年９月 

2014年 11月 

2015年２月 

2015年３月 

2015年６月 

2015年７月 

2015年 11月 

2016年２月 

2016年４月 

2016年７月 

2017年１月 

2017年４月 

2017年５月 

2017年７月 

2017年８月 

2017年９月 

2017年 10月 

2017年 11月 

2018年１月 

 

2018年３月 

2018年６月 

2018年 10月 

2019年６月 

2019年７月 

2019年８月 

2019年 12月 

2019年 12月 

2020年４月 

2020年７月 

2020年８月 

2020年 12月 

株式会社 bitFlyer設立 

東京都千代田区永田町に本店を移転 

一般社団法人日本価値記録事業者協会（現 一般社団法人日本ブロッ

クチェーン協会）設立・参画 

fundFlyerを公開 

iPhone アプリ「bitFlyer for iPhone」リリース 

東京都港区赤坂に本店を移転 

Android アプリ「bitFlyer for Android」リリース 

bitFlyer Asia Pte. Ltd.設立 

ビットコイン取引所 bitFlyer Lightningリリース 

bitFlyer FX リリース 

「ビットコインをもらう」サービス提供開始 

「ビットコインをつかう」サービス提供開始 

bitFlyer USA, Inc.設立 

bitFlyer Europe S.A.設立 

株式会社ビックカメラへのビットコイン決済サービス提供開始 

テレビ CM放送開始 

新規通貨 Litecoinの取扱開始 

新規通貨 Bitcoin Cashの取扱開始 

暗号資産交換業者登録 

現住所に本店を移転 

bitFlyer USA, Inc.の BitLicense取得及び米国事業開始 

bitFlyer Europe S.A.の Payment Institution License 取得及び欧州

事業開始 

一般社団法人日本暗号資産取引業協会の設立・参画 

業務改善命令発出 

株式会社 bitFlyer Holdings 設立、同社の 100％子会社になる 

業務改善命令解除 

新規口座開設受付再開 

株式会社 Tポイント・ジャパンと業務提携 

新規通貨 XRPの取扱開始 

クイック本人確認の提供開始 

新規通貨 BATの取扱開始 

Brave Software International SEZC と業務提携 

新規通貨 XLM、XEMの取扱開始 

新規通貨 XTZの取扱開始 
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② 経営の組織 

(2020年 12月 31日現在) 

 
 

(4) 株式の保有数の上位 10 位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総

株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 

(2020年 12月 31日現在) 

氏名又は名称 保有株式数 割合 

株式会社 bitFlyer Holdings 94,075,000 100.00 

合計 １ 名 94,075,000 100.00 

 

(5) 役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称 

(2020年 12月 31日現在) 

役職名 氏名又は名称 代表権の有無 常勤・非常勤の別 

代表取締役 三根 公博 有 常勤 

取締役 一守 靖 無 常勤 

取締役 関 正明 無 常勤 

取締役 馬場 優司 無 常勤 

監査等委員である取

締役 

志村 正之 無 常勤 

監査等委員である取

締役 

落合 孝文 無 非常勤 

監査等委員である取

締役 

三浦 隆治 無 非常勤 

 

(6) 政令で定める使用人の氏名 

① 金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他

の規則をいう。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者(部長、次長、

課長その他いかなる名称を有する者であるかどうかを問わず、当該業務を統括する

者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)の氏名 

氏名 役職名 

関 正明 取締役 兼 リスク・コンプライアンス本

部 本部長 兼 財務経理本部 本部長 
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② 投資助言業務(金融商品取引法（以下「法」という。）第 28 条第６項に規定する投

資助言業務をいう。）又は投資運用業(同条第４項に規定する投資運用業をいう。)

に関し、助言又は運用（その指図を含む。）を行う部門を統括する者(金融商品の価

値等(法第２条第８項第 11 号ロに規定する金融商品の価値等をいう。）の分析に基

づく投資判断を行う者を含む。)の氏名 

該当事項はありません。 

 

(7) 業務の種別 

  金融商品取引法第 28 条第１項第２号に掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務 

  暗号資産又は金融指標（暗号資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した

数値に限る。）に係るデリバティブ取引についての金融商品取引法第２条第８項第４

号に掲げる行為 

 

(8) 本店その他の営業所又は事業所(外国法人にあっては、本店及び国内における主たる

営業所又は事務所その他の 事務所又は営業所)の名称及び所在地 

名称 所在地 

本店 東京都港区赤坂九丁目七番一号 

 

(9) 他に行っている事業の種類 

・暗号資産交換業（登録番号 関東財務局長 第 00003 号） 

・無店舗小売業 

・広告業 

 

(10)法第 37 条の７第１項第１号イ、第２号イ、第３号イ又は第４号イに定める業務に係

る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指

定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者と

なる認定投資者保護団体の名称 

① 指定紛争解決機関の商号又は名称 

 イ 第一種金融商品取引業（法第 37 条の７第１項第１号イ） 

 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター  

ロ 第二種金融商品取引業（法第 37 条の７第１項第２号イ） 

 該当事項はありません。 

ハ 投資助言・代理業（法第 37 条の７第１項第３号イ） 

 該当事項はありません 

ニ 投資運用業（法第 37 条の７第１項第４号イ） 

該当事項はありません。 

 

  ② 加入する金融商品取引業協会の名称 

一般社団法人日本暗号資産取引業協会 

 

③ 対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 

該当事項はありません。 

 

(11)会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号  

該当事項はありません。 
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(12)法第 37 条の７第１項第１号ロ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに定める業務に関

する苦情処理措置及び紛争 解決措置の内容 

① 第一種金融商品取引業（法第 37 条の７第１項第１号ロ） 

該当事項はありません。 

 

② 第二種金融商品取引業（法第 37 条の７第１項第２号ロ） 

該当事項はありません。 

 

③ 投資助言・代理業（法第 37 条の７第１項第３号ロ） 

該当事項はありません。 

 

④ 投資運用業（法第 37 条の７第１項第４号ロ） 

該当事項はありません。 
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２ 業務の状況に関する事項 

 

(1) 当期の業務の概要 

 当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルスのパンデミックが国内消費や輸 

出に大きな影響を与え、4-6月期には GDPが戦後最悪となる落ち込みを記録し、通年では 

GDP成長率が-4.8％となり、2009年以来 11年ぶりにマイナスとなりました。年の後半に

は海外経済の回復に助けられた輸出、また個人消費も伸びる中、金融緩和政策は続き、金

利低下、株高が世界的に見られました。 

 当事業年度の中頃から後半にかけては、世界的な金融緩和下、ビットコインの発行上限 

がプログラム上定められている性質を受けて「デジタルゴールド」としての注目が高まり 

ました。米上場事業会社による純投資としてのビットコイン買い付け、伝統的金融機関に 

よる暗号資産ビジネスへの参入、米国の個人向けアプリでの暗号資産売買機能の追加など 

も好材料となり、年初には 1BTC価格は 8,000 ドル程度でしたが、年末には 2017年に付け 

たこれまでの最高値を更新し、2.1万ドルを超える水準まで上昇しました。 

 当事業年度で 4種類の新規通貨（BAT、XEM、XLM、XTZ）の取扱いを開始し、TVCMも実施

するなど、新規サービス、マーケティングについても積極的な取り組みを開始いたしまし

た。また、5月には改正資金決済法も施行され、顧客資産の信託銀行の預かりなど各種法

規制対応も実施いたしました。 

 尚、当事業年度の期初に当社の子会社であった bitFlyer USA, Inc.（米国子会社）につ 

いては、株式の現物配当により期中に当社の親会社である bitFlyer Holdings の子会社と 

なりました。bitFlyer EUROPE S.A.（欧州子会社）については顧客獲得数が計画に達せ

ず、収益面では赤字を脱却できていません。欧州子会社株式については期末で減損を行っ

ています。 

 以上の結果、当事業年度の営業収益は 7,555 百万円（前年同期は 5,341百万円）、営 

業利益 1,614百万円（同営業損失 973百万円）、経常利益 2,157百万円（同経常損失 

926百万円）、当期純利益 427百万円（同当期純損失 751百万円）となりました。また、

2020年 12月末の顧客預かり資産は 2,904 億円と過去最高となりました。 

 

(2) 直近の３事業年度における業務の状況を示す指標 

①経営成績等の推移 

（単位：百万円） 

区分 2018年 12月期 2019年 12月期 2020年 12月期 

資本金 2,061 2,061 2,061 

発行済株式総数 9407万 5000 株 9407万 5000株 9407万 5000株 

営業収益 14,085 5,341 7,555 

 受入手数料 5,532 2,695 3,203 

  委託手数料 1,495 626 1,037 

  その他の受入手数料 4,037 2,069 2,165 

暗号資産売買等損益 8,316 2,448 4,180 

その他の営業収益 236 197 171 

営業利益 5,335 △973 1,614 

経常利益 4,894 △926 2,157 

当期純利益 2,146 △751 427 
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② 株券の売買高(有価証券等清算取次ぎの委託高(有価証券等清算取次ぎの委託の取次

ぎの取扱高を除く。)を含む。)及びその受託の取扱高(有価証券等清算取次ぎの委託

の取次ぎの受託高を除き、有価証券等清算取次ぎの委 託の取次ぎの取扱高を含

む。) 

該当事項はありません。 

 

③ 国際証券、社債権、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売出

し又は私募の取扱高 

該当事項はありません。 

 

④ その他業務の状況 

 

区 分 2018年 12月期 2019年 12月期 2020年 12月期 

暗号資産交換業 8,829(百万円) 2,602(百万円) 5,044(百万円) 

広告業 70(百万円) 44(百万円) 36(百万円) 

無店舗小売業 29(百万円) 6,322(円) 2,740(円) 

  

⑤ 自己資本規制比率の状況 

区 分 2018年 12月期 2019年 12月期 2020年 12月期 

自己資本規制比率 

(Ａ)／(Ｂ)×100 

- - 238.7（％） 

固定化されていない

自己資本 (Ａ) 

- - 9,476（百万円） 

 リスク相当額 

(Ｂ) 

- - 3,968（百万円） 

市場リスク相当額 - -   955（百万円） 

取引先リスク相当

額 

- -   595（百万円） 

基礎的リスク相当

額 

- - 2,418（百万円） 

※自己資本規制比率の計測は 2020年 5月より行っています。 

 

⑥ 使用人の総数及び外務員の総数 

区 分 2018年 12月期 2019年 12月期 2020年 12月期 

使用人 175 170 125 

（うち外務員） - - - 

※当社には一般社団法人日本暗号資産取引業協会の定める外務員試験に合格した役職員が

２名在籍していますが、当社はみなし金融商品取引業者のため外務員登録を行っていま

せん。当社の第一種金融商品取引業者の登録手続き完了後、外務員についても登録手続

きを行う予定です。 
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３ 直近の二事業年度における財産の状況に関する事項 

 

(1) 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 

 別紙 第 6 期計算書類、第 7 期計算書類をご参照ください。 

 

(2) 各事業年度終了の日における次に掲げる事項 

①借入金の主要な借入先及び借入金額 

  該当する事項はございません。 

 

②保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除

く。）の取得価額、時価及び評価損益 

該当する事項はございません。 

 

③デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除

く。）の契約価額、時価及び評価損益 

該当する事項はございません。 

 

(3) (1)に掲げる書類について会社法第四百三十六条第二項の規定に基づき会計監査人の

監査を受けている場合には、その旨 

EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けています。 

 

４内部管理の状況に関する事項 

 

(1) 内部管理の状況の概要 

 当社はお客様に安定的なサービスを提供し、安心してご利用いただけるよう、内部管理

体制の整備は経営の最重要課題と受け止め、社外取締役を含む取締役会、社長室、リーガ

ル・コンプライアンス部、リスク管理部及び内部監査部が連携し、整備及び運用に当たっ

ています。実効的な運用のため、「内部統制システムの基本方針」を策定し、当該方針に

従い役割と権限を定めています。 

 また、半数以上が社外取締役から構成される監査等委員会を設置し、取締役による経営

判断や業務執行が適正に行われるよう、監督する仕組みを導入しています。 

 当社は 2018年６月に、内部管理体制の不備について、金融庁より業務改善命令を受け

ています。その後の内部管理体制の整備により命令は解除されましたが、このような事態

を招いたことを深く反省し、二度と同じような誤りを引き起こさないように全役職員が一

丸となって常に厳しい目線で見直しを続け、さらなる体制の精緻化及び高度化を実現して

参ります。 

 グローバルな暗号資産取引に係る社会インフラの運営者として、特にお客様の大切な資

産をお預かりしている重大な社会的責任を重く受け止め、当社のお客様はもちろん、社会

全体からの信頼や期待を堅持するためのコンプライアンスやリスク管理への取組みを以下

のような体制で取組みを進めています。 

 

①内部管理体制の整備 

   当社では、当社業務における社員の基本的な考え方や取るべき行動の原則を定めた

行動規範（コード・オブ・コンダクト）に従い、関連法令、各種ガイドライン等に準

拠した社内の方針及び規程を整備し、役職員の権限、役割、責任範囲、及び機能を定

め、当該規範に沿った運営を行っています。 

   特に法令順守が着実に実行されるためのコンプライアンス部門及び当社事業及びサ

ービスに影響を及ぼす虞のあるリスクの識別、対応及び最小化を早期に実施するため
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のリスク管理部門を設置し、日常業務の中で適切な法令順守が徹底されているか、当

社サービスの安定性や安全性に関わるリスクがルール通りに管理されているかを継続

的にモニタリングし、課題が識別された場合は、すみやかに解決及び改善に取組んで

います。 

   加えて、上記の仕組みが想定どおりに機能しているか、また何か問題の萌芽が放置

されていないかを確実に検証するため、各部門から独立した立場の内部監査部門を設

置し、当社の内部管理体制が実効的に整備及び運用されていることを独立した立場か

らモニタリングし、適切な業務運営が確保されるよう努めています。 

   このように、日々の業務を遂行する第１のライン、お客様保護のための法令遵守や

リスク管理の観点から、業務が適切に行われていることを検証、モニタリングする第

２のライン、そして第１のラインと第２のラインのチェック・アンド・バランスが期

待どおりに運用されていることを確認し、問題があれば早期に発見するための第３の

ラインとして内部監査が設置され、いわゆる金融機関として求められる３線ガバナン

スモデルで内部管理を実施しています。 

 

②コンプライアンスへの取組み 

   当社では、コンプライアンス担当役員（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）

の指揮の下、コンプライアンス部門を設置し、コンプライアンス確保のためのルール

や態勢の整備に取組んでいます。また社会や業界の状況や課題に応じたコンプライア

ンス上の課題や対応、また組織全体への浸透や周知徹底を実効的に推進するため、年

単位でのコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンス態勢や取組みの

自己点検や役職員向け研修等、プログラムに沿って取組みを進めています。 

   また金融業界や暗号資産業界における重要な経営課題として、AML/CFT（マネーロ

ンダリングやテロリストへの資金供与の防止措置）に対する管理態勢を継続的に強化

しています。海外も含めた最新情報を日々収集するとともに、業界団体や警察等とも

情報連携し、人員の配置と育成、不正利用検知のシステム化を推進し、精緻化及び高

度化を図っています。 

 

③リスク・コンプライアンス委員会の設置 

   コンプライアンスへの取組みや運用状況は、重要な経営課題として取締役会で定例

として必ず報告されることとなっています。加えて、当社では適時適切なリスクやコ

ンプライアンス事案への対応を進めるため、専門的な知見をもった役職員で構成され

るリスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社一丸となってリスク管理に取組ん

でいます。 

   リスク管理のため、リスク・モニタリングのポイントや指標を設定し、委員会で監

視及び監督をしています。リスク管理上の課題が発見された場合は迅速に対策を検討

及び実施し、リスクの最小化に努めています。 

 

④リスク管理への取組み 

   当社では、経営の健全性及び持続可能性を確保し続けるために、ビジネス環境、業

界動向、テクノロジーの発展、法規制、お客様や監督当局からの期待などの変化を捉

えて、リスク管理態勢の継続的な発展に努めています。当社は、全社的なリスク評価

及びリスク軽減策の策定、自己資本規制比率を遵守するためのリスク限度枠管理、各

リスクカテゴリ（市場リスク、取引先リスク、流動性リスク、オペレーショナルリス

ク、IT リスク等）についての管理手法の構築及び運用を行い、その状況を定期的に、

リスク・コンプライアンス委員会及び取締役会に報告しています。 

 

⑤苦情管理への取組み 
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   当社は、お客様の声、特に苦情はサービスの品質向上や業務の改善のための重要な

情報と捉えており、お客様に選ばれる金融サービスの提供を目指し、苦情管理のため

の管理態勢を整備しています。お客様の苦情は専任の担当者が事実確認及び調査を行

った上、社内で共有され、根本原因の分析及び潜在的なリスクや影響度を評価し、計

画的に解決案の策定及び実行をしています。また、お申し出いただいたお客様へのご

回答だけでなく、再発防止やお客様向けサービスの向上に役立てています。 

なお、お客様が当社の対応にご納得頂けない場合は、金融 ADR制度をご案内し、第

三者機関の仲裁を受け、裁判以外の方法で解決を図る制度を用い、早期の解決に向け

た誠実な対応を行う態勢を整備しています。 

 

⑥内部監査体制 

   当社の内部管理態勢が有効に機能しているか、ルールに沿った運用がなされてお

り、適切にリスクを最小化しているかを検証するため、金融機関や監査法人での監査

経験者から構成される内部監査部門を設置しています。 

   内部監査部門は、他の業務部門からは完全に独立した立場であり、取締役会及び代

表取締役と直接連携し、当社の業務全般の内部管理態勢の適切性及び有効性を検証し

ています。内部監査部門は定期的に社内の管理体制や業務についてリスク評価を行

い、リスクの大小や緊急度を考慮の上、監査計画を策定し、監査やモニタリング、ま

た必要に応じた内部管理に関する助言を行っています。 

   また、監査等委員会や会計監査を実施している監査法人と適宜情報連携し、意見交

換することで、より確実なモニタリングやけん制機能が発揮され、当社の内部管理機

能や内部統制が実効的に機能するよう努めています。 

 

(2) 法第 43 条の２から第 43 条の３までの規定により管理される金銭、有価証券その他

の財産の種類ごとの数量若しくは金額及び管理の状況 

① 金融商品取引法第 43 条の２第１項から第３項の規定に基づく分別管理の状況 

前事業年度（2019 年 12月 31 日） 該当事項はありません。 

当事業年度（2020 年 12月 31 日） 該当事項はありません。 

 

② 金融商品取引法第 43 条の２の２の規定に基づく区分管理の状況 

前事業年度（2019 年 12月 31 日） 該当事項はありません。 

当事業年度（2020 年 12月 31 日） 該当事項はありません。 

 

③ 金融商品取引法第 43 条の３の規定に基づく区分管理の状況 

イ 金融商品取引法第 43 条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況 

 

管理の方法 2019年 12月 31日 2020年 12月 31日 

金銭信託 - 34,642,399,081 円 

 ※金融商品取引法第 43 条の３第１項の規定に基づく区分管理は 2020 年 5月より開

始しています。 

  

ロ 金融商品取引法第 43 条の３第２項の規定に基づく区分管理の状況 

前事業年度（2019 年 12月 31 日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（2020 年 12月 31 日） 

該当事項はありません。 
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５子会社等の状況に関する事項 

 

(1) 企業集団の構成 

 

 
 

 

(2) 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容

等 

名称 住所 資本金又は

出資金 

主要な事業

の内容 

当社及び子

会 社等の

保有する議

決権の数

(口) 

議決権の所

有 ［被所

有］割合 

(％) 

bitFlyer 

Europe 

S.A. 

121 Rue de 

Hollerich, 

L-1741 

Luxembourg 

10,000,000 

EUR 

暗号資産交

換業 

1 100% 

bitFlyer 

Asia Pte. 

Ltd. 

8 TEMASEK 

BOULEVARD  

#35-02A 

SUNTEC 

TOWER 

THREE 

SINGAPORE 

100,000 

SGD 

暗号資産交

換業 

1 100% 

 

 


